
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
号　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

月 曜 日

号
外
第
二
号

令
和
元
年

五
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

一

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

	

四

　

基
幹
放
送
事
業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

　

る
政
見
放
送
の
回
数

○
山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹
放
送
事

	

四

　

業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送

　

の
回
数

○
直
接
請
求
又
は
解
職
の
請
求
の
た
め
の
署
名
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間	

五

○
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号
の
公
布
公
告	

五

　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
号　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日

二二

　

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
設
立
届

　
　

政
党
の
支
部

名　
　
　
　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

立
憲
民
主
党
山
梨
県
参
議
院
選
挙

区
第
2
総
支
部

市　

來　

伴　

子

飯　

島　
　
　

修

甲
府
市
丸
の
内
三
｜
九
｜
七

令
和
元
年
五
月

九
日

令
和
元
年
五
月

十
日

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係

政
治
団
体

市　

來　

伴　

子

参
議
院
議
員
（
候
補
者
）

　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体

名　
　
　
　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

い
ち
き
伴
子
後
援
会

市　

來　

伴　

子

金　

井　

塚　

誠

甲
府
市
中
央
四
｜
六
｜
一
四　

四
六
一
四
ハ
イ
ム

平
成
三
十
一
年

四
月
十
八
日

平
成
三
十
一
年

四
月
十
八
日

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体

市　

來　

伴　

子

参
議
院
議
員
（
候
補
者
）

三
親
会

川　

手　

一　

豊

佐　

藤　
　
　

実

甲
府
市
伊
勢
二
｜
七
｜
一
一
｜
六
〇
二

平
成
三
十
一
年

四
月
三
日

平
成
三
十
一
年

四
月
三
日

ス
マ
イ
ル
お
お
つ
き

小　

林　

靖　

永

小　

林　

佳　

織

大
月
市
大
月
三
｜
四
｜
一
五

平
成
三
十
一
年

四
月
十
二
日

平
成
三
十
一
年

四
月
十
二
日

日
本
共
産
党
長
坂
正
春
後
援
会

石　

原　
　
　

剛

野　

尻　

正　

樹

甲
府
市
上
石
田
四
｜
一
八
｜
一
〇

平
成
三
十
一
年

二
月
十
二
日

平
成
三
十
一
年

四
月
十
二
日

あ
ん
ど
う
久
雄
後
援
会

古
西
泰
治
郎

吉　

田　
　
　

誠

大
月
市
大
月
一
｜
一
一
｜
一
八

令
和
元
年
五
月

七
日

令
和
元
年
五
月

七
日

大
森
彦
一
を
支
援
す
る
「
山
彦

会
」

大　

森　

彦　

一

天　

野　

貞　

夫

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
〇
六
〇
｜
一

令
和
元
年
五
月

一
日

令
和
元
年
五
月

七
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名　
　
　
　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

翔
英
会

平
成
三
十
一
年

平
成
三
十
一
年



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
号　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日

三

旧

上
村
英
司
を
育
て
る
会

四
月
一
日

四
月
二
日

新

村
上
信
行
後
援
会
「
信
友
会
」

水　

越　

一　

行

　

平
成
三
十
一
年

一
月
八
日

平
成
三
十
一
年

四
月
二
日

旧

杉　

本　

公　

司

新

恒
友
会
武
井
つ
ね
お
後
援
会

花　

岡　

利　

幸

磯　

部　

正　

春

　

平
成
三
十
一
年

四
月
三
日

平
成
三
十
一
年

四
月
四
日

旧

伊　

藤　

美　

義

武　

井　

正　

征

　

新

陸
実
会

花　

形　

幹　

夫

　

平
成
三
十
一
年

三
月
三
十
一
日

平
成
三
十
一
年

四
月
五
日

旧

池　

谷　

昌　

訓

　

新

元
気
会

野　

中　

一　

孝

　

平
成
三
十
一
年

四
月
十
七
日

平
成
三
十
一
年

四
月
十
七
日

旧

金
丸
一
元
後
援
会
「
元
気
会
」

小　

林　

幸　

夫

　

新

国
民
民
主
党
山
梨
県
第
1
区
総

支
部

　

甲
府
市
相
生
一
｜
一
｜
二
一　

清
田
ビ
ル
三
階

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
三
日

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
三
日

旧

　

甲
府
市
飯
田
一
｜
三
｜
一
三

新

天
野
た
き
お
後
援
会

天　

野　
　
　

寛

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
五
日

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
五
日

旧

天　

野　

裕　

大

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

名　
　
　
　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

後
藤

後
援
会

後　

藤　
　
　

片　

山　

卓　

見

甲
府
市
丸
の
内
二
｜
一
〇
｜
八　

太
平
ビ
ル
一
階

平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
五
日

平
成
三
十
一
年

四
月
八
日

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
山
梨
を
実
現
す
る

会

田
中
甲
子
男

神
宮
寺
利
江

甲
府
市
中
小
河
原
一
｜
一
三
｜
七

平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
七
日

平
成
三
十
一
年

四
月
八
日

自
由
民
主
党
上
九
一
色
北
支
部

橘　

田　
　
　

章

菅　

家　

達　

平

甲
府
市
古
関
町
三
三
二
六

平
成
三
十
一
年

四
月
十
日

平
成
三
十
一
年

四
月
十
日

自
由
民
主
党
中
道
支
部

井　

田　

慶　

喜

渡　

辺　
　
　

治

甲
府
市
下
向
山
町
一
九
二
五

平
成
三
十
一
年

四
月
十
日

平
成
三
十
一
年

四
月
十
日

山
輝
会

鈴　

木　

晴　

信

鈴
木
由
紀
子

甲
府
市
丸
の
内
三
｜
三
二
｜
一
四　

デ
ィ
ー
プ
ラ
ン
丸
の
内
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
一
階

平
成
三
十
一
年

三
月
三
十
一
日

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
三
日

や
ま
な
し
ラ
ン
ド
実
行
委
員
会

鈴　

木　

晴　

信

鈴
木
由
紀
子

甲
府
市
丸
の
内
三
｜
三
二
｜
一
四　

デ
ィ
ー
プ
ラ
ン
丸
の
内
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
一
階

平
成
三
十
一
年

三
月
三
十
一
日

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
三
日

秋
山
貢
後
援
会
「
み
つ
ぎ
会
」

秋　

山　
　
　

貢

山　

本　

章　

次

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
天
神
中
条
一
一
二
六

平
成
三
十
年
十

二
月
三
十
一
日

令
和
元
年
五
月

十
日



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
号　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日

四

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
の
届
出　

資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏　
　
　
　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

市　

來　

伴　

子

参
議
院
議
員

い
ち
き
伴
子
後
援
会

甲
府
市
中
央
四
｜
六
｜
一
四　

四
六
一
四
ハ
イ
ム

市　

來　

伴　

子

平
成
三
十
一
年

四
月
十
八
日

平
成
三
十
一
年

四
月
十
八
日

大　

森　

彦　

一

村
長

大
森
彦
一
を
支
援
す
る「
山

彦
会
」

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
〇
六
〇
｜
一

大　

森　

彦　

一

令
和
元
年
五
月

七
日

令
和
元
年
五
月

七
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

　

政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
、
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

基
幹
放
送
事
業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の

回
数
を
次
の
と
お
り
定
め
、
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

政
見
放
送
の
回
数
（
平
成
二
十
八
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

ラ
ジ
オ
放
送

基
幹
放
送
事
業
者
名

回
数

基
幹
放
送
事
業
者
名

回
数

株
式
会
社
テ
レ
ビ
山
梨

二

株
式
会
社
山
梨
放
送

一

株
式
会
社
山
梨
放
送

一

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

　

政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹
放
送
事

業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数
を
次
の

と
お
り
定
め
、
山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹
放
送
事

業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数
（
平
成



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
号　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日

五

二
十
八
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

ラ
ジ
オ
放
送

基
幹
放
送
事
業
者
名

回
数

基
幹
放
送
事
業
者
名

回
数

株
式
会
社
テ
レ
ビ
山
梨

二

株
式
会
社
山
梨
放
送

一

株
式
会
社
山
梨
放
送

一

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

　

山
梨
県
の
区
域
に
お
い
て
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
が
行
わ
れ
る
た
め
、
令
和
元
年
五
月
二
十
九
日
か

ら
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間
、
山
梨
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

法
律
第
百
六
十
二
号
）
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九

号
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
る
す
べ
て
の
直
接
請
求
又
は
解
職
の
請
求
の

た
め
の
署
名
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

◉　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号
の
公
布
公
告

　

次
の
と
お
り
県
庁
前
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
公
布
し
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
三
日
執
行
の
市
川
三
郷
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力

に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ　
　

　
　
　

裁　
　

決　
　

書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
三
六
〇
七
番
地
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
有
住
宅
市
川
団
地
二
号
棟
一
〇
二
号
室

審
査
申
立
人　
　

丹　
　

澤　
　
　
　
　

實　
　

　

右
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
十
日
付
け
で
提
起

さ
れ
た
平
成
三
十
年
九
月
二
十
三
日
執
行
の
市
川
三
郷
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
本
件
選

挙
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
（
以
下
「
本
件
審
査
の
申
立

て
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）	

は
、
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

　
　
　

主　
　

文

　

本
件
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

第
一　

審
査
の
申
立
て
の
要
旨
及
び
理
由

　

一　

審
査
の
申
立
て
の
要
旨

　

	　

申
立
人
は
、
本
件
選
挙
の
当
選
の
効
力
に
関
し
、
平
成
三
十
年
九
月
二
十
七
日
付
け
で
市
川

三
郷
町
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
町
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
異
議
の
申
出
を
し
た

が
、
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
二
日
付
け
で
町
委
員
会
は
棄
却
の
決
定
（
以
下
「
原
決
定
」
と

い
う
。
）
を
し
た
。
申
立
人
は
、
原
決
定
を
不
服
と
し
て
、
当
委
員
会
に
対
し
、
原
決
定
を
取

り
消
し
、
本
件
選
挙
の
当
選
人
秋
山
詔
樹
（
以
下
「
当
選
人
」
と
い
う
。
）
の
当
選
を
無
効
と

す
る
裁
決
を
求
め
て
本
件
審
査
の
申
立
て
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

二　

審
査
の
申
立
て
の
理
由

　
　
　

理
由
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

1
	　

当
選
人
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
に
中
央
市
東
花
輪
（
以
下
「
東
花
輪
の
住
所
」
と
い

う
。
）
に
住
宅
を
新
築
し
、
住
民
票
を
東
花
輪
の
住
所
に
異
動
し
な
い
ま
ま
同
住
所
に
転

居
し
て
以
降
、
平
成
二
十
八
年
九
月
ま
で
東
花
輪
の
住
所
で
生
活
し
て
い
た
。
町
委
員
会

が
当
選
人
の
住
所
と
認
定
し
た
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
一
三
六
五
番
地
二
の
住
所
（
以
下

「
市
川
三
郷
町
の
住
所
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
の
近
隣
住
民
の
一
人
は

「
当
選
人
が
居
住
し
て
い
る
事
実
は
な
い
。
」
と
証
言
し
て
い
る
。

　
　

2
	　

当
選
人
は
平
成
二
十
八
年
九
月
に
中
央
市
西
花
輪
（
以
下
「
西
花
輪
の
住
所
」
と
い

う
。
）
に
住
宅
を
新
築
し
、
当
選
人
の
妻
、
当
選
人
の
次
女
と
共
に
三
人
で
生
活
し
て
い

る
。
西
花
輪
の
住
所
の
建
物
は
、
当
選
人
の
妻
及
び
当
選
人
の
次
女
の
共
同
所
有
名
義
と

な
っ
て
い
る
が
、
当
選
人
の
所
有
地
を
担
保
に
建
設
さ
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
当
選
人



山
梨
県
公
報
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令
和
元
年
五
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二
十
七
日

六

　
　
　

の
所
有
物
で
あ
る
。
ま
た
、
近
隣
住
民
は
、
「
当
選
人
は
こ
こ
で
起
居
し
、
毎
日
こ
こ
か

　
　
　

ら
会
社
に
出
勤
し
て
い
る
。
」
と
証
言
し
て
い
る
。

　
　

3
		　

市
川
三
郷
町
の
住
所
に
住
民
票
登
録
し
て
い
る
の
は
、
当
選
人
、
当
選
人
の
妻
、
当
選

人
の
次
女
、
当
選
人
の
実
姉
、
当
選
人
の
実
姉
の
長
女
、
そ
の
夫
、
そ
の
子
供
二
人
の
計

八
人
で
あ
る
が
、
市
川
三
郷
町
の
住
所
の
住
宅
は
極
め
て
狭
く
、
三
家
族
八
人
が
居
住
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
三
十
年
六
月
か
ら
九
月
ま
で
の

三
か
月
間
の
平
均
使
用
電
気
量
は
、
一
六
六
・
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
で
あ
っ
た
が
、
平

成
二
十
年
に
電
気
事
業
連
合
会
統
計
委
員
会
が
発
表
し
た
資
料
に
よ
る
と
、
山
梨
県
民
一

人
当
た
り
の
使
用
電
力
量
は
一
九
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
で
あ
り
、
八
人
で
同
居
し
て
い

る
住
宅
の
電
気
使
用
量
と
し
て
は
極
め
て
少
量
で
あ
る
。

　
　

4
	　

下
水
道
法
第
十
条
は
、
公
共
下
水
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
は
、
土
地
の
所
有
者

は
遅
滞
な
く
排
水
施
設
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
当
選
人
は
浄
化
槽
で
汚
水
処
理
を
し
て
お
り
、
こ
の
状
況
を
改
善
し
な
い
の
は
こ

こ
に
居
住
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　

5
	　

町
委
員
会
が
認
定
し
た
事
実
と
し
て
、
毎
日
、
市
川
三
郷
町
内
の
牛
乳
店
か
ら
市
川
三

郷
町
の
住
所
に
牛
乳
を
配
達
し
て
も
ら
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
牛
乳
配
達
人
に
聞

い
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
当
選
人
の
実
姉
が
飲
用
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　

6
	　

町
委
員
会
が
認
定
し
た
事
実
と
し
て
、
当
選
人
は
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
所
在
す
る
謹

吾
紙
業
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
を
務
め
て
お
り
、
市
川
三
郷
町
で
事
業
活
動
を
行
っ
て

い
る
と
あ
る
が
、
当
選
人
を
含
む
家
族
が
居
住
し
て
い
る
と
さ
れ
る
当
該
住
宅
に
は
、
事

務
室
や
本
社
機
能
は
整
っ
て
お
ら
ず
、
社
員
が
勤
務
し
て
い
る
実
態
は
な
い
。
事
実
上
の

本
社
は
南
ア
ル
プ
ス
市
で
あ
り
、
当
選
人
は
西
花
輪
の
住
所
か
ら
毎
日
こ
こ
に
出
勤
し
、

事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
　

7
	　

公
職
選
挙
法
に
お
け
る
住
所
と
は
、
民
法
お
け
る
「
各
人
の
生
活
の
本
拠
」
を
も
っ

て
、
そ
の
者
の
住
所
と
考
え
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
最
高
裁
判
決
で
も
「
選
挙
に
関
し

て
は
、
住
所
は
一
人
に
つ
き
一
箇
所
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
」
で
あ
っ

て
、
「
私
生
活
面
の
住
所
、
事
業
活
動
面
の
住
所
、
政
治
活
動
面
の
住
所
等
を
分
離
し
て

判
断
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、
住
所
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
「
そ
の
人
の
生

活
に
も
っ
と
も
関
係
の
深
い
一
般
的
生
活
、
全
生
活
の
中
心
を
も
っ
て
そ
の
者
の
住
所
と

解
す
」
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
生
活
場
面
ご
と
に
住
所
を
分
け
て
認
定
す
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
一
定
の
場
所
が
住
所
に
当
た
る
か

否
か
は
、
客
観
的
な
生
活
の
本
拠
た
る
実
態
を
具
備
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
べ

き
も
の
で
あ
っ
て
、
主
観
的
に
住
所
と
す
る
意
思
が
あ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
直
ち
に
住

所
の
設
定
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

	　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
選
人
は
、
家
庭
生
活
、
事
業
生
活
、
社
会
活
動
お
よ
び
政
治
活
動
を

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
「
複
合
・
分
散
」
し
て
行
っ
て
い
る
が
、
市
川
三
郷
町
の
住
所
で
起
臥
し

て
い
な
い
こ
と
や
、
客
観
的
な
生
活
の
本
拠
た
る
実
態
を
具
備
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
市
川

三
郷
町
の
住
所
は
、
公
職
選
挙
法
に
お
け
る
住
所
と
は
い
え
な
い
。

第
二　

争
点

　

	　

公
職
選
挙
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
、
「
市
町
村
の
議
会
の
議
員
に
つ
い
て
は
そ

の
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
年
齢
満
二
十
五
年
以
上
の
も
の
」
が
被
選
挙
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て

お
り
、
同
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
日
本
国
民
た
る
年
齢
満
十
八
年
以
上
の
者
で
引
き

続
き
三
箇
月
以
上
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の

議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

	　

し
た
が
っ
て
、
当
選
人
が
本
件
選
挙
の
被
選
挙
権
の
要
件
で
あ
る
本
件
選
挙
の
期
日
ま
で
引

き
続
き
三
箇
月
以
上
、
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
平
成
三
十
年
六
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十

年
九
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
本
件
期
間
」
と
い
う
。
）
、
市
川
三
郷
町
内
に
住
所
を

有
す
る
者
で
あ
っ
た
か
否
か
が
争
点
で
あ
る
。

第
三　

裁
決
の
理
由

　

	　

当
委
員
会
は
、
本
件
審
査
の
申
立
て
を
適
法
な
も
の
と
認
め
て
、
町
委
員
会
に
対
し
て
は
弁

明
書
及
び
関
係
書
類
の
提
出
を
求
め
、
申
立
人
か
ら
は
弁
明
書
に
対
す
る
反
論
書
の
提
出
を
受

け
た
。
ま
た
、
本
件
審
査
の
申
立
て
の
利
害
関
係
人
で
あ
る
当
選
人
を
参
加
人
と
し
て
審
理
手

続
き
に
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
、
職
権
に
よ
る
質
問
を
行
っ
た
ほ
か
、
各
種
書
類
の
精
査
並
び

に
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、
慎
重
に
審
理
し
た
。

　

一　

住
所
認
定
に
つ
い
て
の
解
釈

　
　

	　

住
所
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
十
二
条
で
「
各
人
の
生
活
の

本
拠
を
そ
の
者
の
住
所
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
、
特
に
「
選
挙
に
関
し
て
は
住
所
は
一
人
に

つ
き
一
箇
所
に
限
定
す
べ
き
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
（
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
十
八
日

最
高
裁
判
所
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　

	　

ま
た
、
「
選
挙
権
の
要
件
と
し
て
の
住
所
は
、
そ
の
人
の
生
活
に
も
っ
と
も
関
係
の
深
い

一
般
的
生
活
、
全
生
活
の
中
心
を
も
っ
て
そ
の
者
の
住
所
と
解
す
べ
く
、
所
論
の
よ
う
に
、

私
生
活
の
住
所
、
事
業
活
動
面
の
住
所
、
政
治
活
動
面
の
住
所
等
を
分
離
し
て
判
断
す
べ
き

も
の
で
は
な
い
」
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
二
十
二
日
最
高
裁
判
所
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　

	　

さ
ら
に
、
「
各
人
が
起
居
の
場
所
と
し
て
い
る
住
居
等
の
所
在
地
が
客
観
的
に
生
活
の
本

拠
と
し
て
の
実
態
を
具
備
し
て
い
る
か
否
か
は
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
諸
般
の
事
情
を
考

慮
し
た
上
で
総
合
判
断
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
（
平
成
二
十
三
年
十
二

月
二
十
日
大
阪
高
等
裁
判
所
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

以
下
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
本
件
争
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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二　

当
委
員
会
が
認
定
し
た
事
実

　
　

1　

市
川
三
郷
町
の
住
所
で
の
生
活
状
況

　
　
　
　

市
川
三
郷
町
の
住
所
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
を
確
認
し
た
。

　
　
　

㈠	　

当
選
人
、
当
選
人
の
妻
、
当
選
人
の
実
姉
の
住
民
登
録
し
た
住
所
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

　
　
　
　

⑴	　

当
選
人
は
生
ま
れ
て
（
昭
和
二
十
年
三
月
三
日
）
か
ら
今
日
ま
で
市
川
三
郷
町
の

住
所
に
住
民
登
録
を
し
て
お
り
、
本
件
期
間
中
も
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
住
民
登
録

し
て
い
た
。

　
　
　
　

⑵	　

当
選
人
の
実
姉
及
び
そ
の
子
は
昭
和
五
十
四
年
一
月
十
三
日
以
降
、
市
川
三
郷
町

の
住
所
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
。

　
　
　
　

⑶	　

当
選
人
の
妻
は
昭
和
四
十
六
年
一
月
八
日
以
降
、
当
選
人
の
次
女
は
昭
和
四
十
八

年
十
一
月
三
日
以
降
、
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
住
民
登
録
を
し
て
い
た
が
、
い
ず
れ

も
平
成
二
十
八
年
八
月
十
九
日
か
ら
西
花
輪
の
住
所
に
住
民
登
録
を
移
転
し
て
い

る
。

　
　
　

㈡　

当
選
人
及
び
当
選
人
の
実
姉
の
仕
事
、
帰
宅
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

⑴	　

謹
吾
紙
業
株
式
会
社
（
以
下
「
謹
吾
紙
業
」
と
い
う
。
）
の
本
店
登
記
は
「
山
梨

県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
一
三
六
五
番
の
二
」
で
あ
り
、
当
選
人
は
謹
吾

紙
業
代
表
取
締
役
で
あ
る
。
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
東
南
湖
七
四
九
番
地
は
謹
吾
紙

業
の
事
業
所
で
あ
る
。

　
　
　
　

⑵	　

当
選
人
の
実
姉
は
、
午
前
は
市
川
三
郷
町
の
住
所
で
謹
吾
紙
業
の
仕
事
を
し
て
、

午
後
は
謹
吾
紙
業
の
南
ア
ル
プ
ス
市
に
あ
る
事
業
所
で
仕
事
を
し
て
い
る
。

　
　
　
　

⑶	　

当
選
人
も
当
選
人
の
実
姉
も
市
川
三
郷
町
の
住
所
へ
の
帰
宅
は
、
午
後
九
時
か
ら

午
後
十
時
に
な
る
こ
と
も
多
い
。

　
　
　

㈢	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
土
地
及
び
建
物
、
同
建
物
の
使
用
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

　
　
　
　

⑴	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
に
あ
る
土
地
は
宅
地
で
あ
り
、
秋
山
正
一
名
義
に
所
有
権
移

転
登
記
が
さ
れ
て
い
る
。
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
は
、
種
類
が
居
宅
兼
事
務
所
の
木

造
瓦
葺
二
階
建
の
建
物
と
、
種
類
が
居
宅
兼
物
置
の
木
造
瓦
葺
二
階
建
の
建
物
が
あ

る
（
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
以
下
「
市
川
三
郷
町
の
住
所
の
建
物
」
と
い
う
。
）
。

　
　
　
　

⑵	　

当
委
員
会
が
令
和
元
年
五
月
二
日
に
実
施
し
た
検
証
の
結
果
、
市
川
三
郷
町
の
住

所
の
建
物
に
つ
い
て
、
一
階
に
は
、
事
務
所
部
分
、
当
選
人
の
実
姉
の
部
屋
が
あ

る
。
更
に
、
一
階
に
は
、
玄
関
、
居
間
、
台
所
、
洗
面
所
、
ト
イ
レ
、
風
呂
・
風
呂

場
、
浄
化
槽
が
あ
る
。
一
階
の
居
間
、
台
所
に
は
、
テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ
ン
、
冷
蔵

庫
、
炊
飯
器
、
電
子
レ
ン
ジ
、
洗
濯
機
等
の
家
電
製
品
、
テ
ー
ブ
ル
、
仏
壇
、
食
器

　
　
　
　
　

類
等
の
家
財
道
具
、
食
材
、
調
味
料
等
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

	　

同
建
物
の
二
階
に
は
当
選
人
の
部
屋
が
あ
り
、
二
階
の
当
選
人
の
部
屋
に
は
寝
室

が
あ
り
、
押
し
入
れ
に
布
団
、
タ
ン
ス
に
衣
類
等
が
各
備
わ
っ
て
い
る
。
二
階
に
は

洗
濯
物
の
物
干
し
場
が
あ
る
。

　
　
　

㈣	　

食
事
及
び
洗
濯
に
つ
い
て
は
、
当
選
人
及
び
当
選
人
の
実
姉
と
も
に
市
川
三
郷
町
の

住
所
で
朝
食
を
と
る
が
、
夕
食
は
、
帰
宅
が
遅
い
た
め
弁
当
や
外
食
で
済
ま
す
こ
と
が

多
く
、
休
日
に
家
で
作
り
食
べ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
、
当
選
人
の
衣
類
を
含
め
た

洗
濯
は
居
間
に
あ
る
洗
濯
機
で
当
選
人
の
実
姉
が
行
っ
て
い
る
。

　
　
　

㈤	　

当
選
人
へ
の
郵
便
物
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
が
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
送
付
し
た
簡

易
書
留
郵
便
は
当
選
人
が
市
川
三
郷
町
の
住
所
ま
た
は
配
達
郵
便
局
で
受
領
し
て
い

る
。
ま
た
、
町
委
員
会
が
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
送
付
し
た
簡
易
書
留
郵
便
も
当
選
人

が
受
領
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
選
人
ヘ
の
平
成
三
十
年
の
年
賀
状
等
そ
の
他
の
郵
便

物
も
市
川
三
郷
町
の
住
所
宛
に
郵
送
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
同
住
所
に
配
達
さ
れ
当

選
人
が
受
領
し
て
い
る
。

　
　
　

㈥	　

当
選
人
は
株
式
会
社
山
梨
中
央
銀
行
（
以
下
「
山
梨
中
央
銀
行
」
と
い
う
。
）
市
川

支
店
及
び
山
梨
信
用
金
庫
市
川
支
店
に
預
金
口
座
を
開
設
し
て
い
る
。
山
梨
中
央
銀
行

市
川
支
店
の
預
金
口
座
に
は
市
川
三
郷
町
議
会
か
ら
の
議
員
歳
費
が
振
り
込
み
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
山
梨
中
央
銀
行
市
川
支
店
か
ら
謹
吾
紙
業
宛
の
郵
便
も
あ
り
、
謹
吾
紙

業
も
山
梨
中
央
銀
行
市
川
支
店
に
預
金
口
座
を
開
設
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　

㈦	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
に
お
け
る
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
、
電
気
料
、
ガ
ス
使
用

料
、
自
治
会
費
等
の
支
払
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、
当
選
人
が
支
払
し
て
い
る
。

　
　
　
　

⑴	　

市
川
三
郷
町
か
ら
、
納
税
義
務
者
を
当
選
人
と
し
て
、
市
川
三
郷
町
の
住
所
宛

に
当
選
人
に
対
し
て
、
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
一
三
六
五―

	

二
の
宅
地
（
住
宅
用

地
）
、
同
所
一
三
六
五―

	

七
の
宅
地
（
住
宅
用
地
）	

及
び
同
所
一
三
六
五―

	

二
の

専
用
住
宅
（
一
般
住
宅
用
）
木
造
瓦
葺
二
階
建
の
家
屋
の
平
成
三
十
年
度
固
定
資
産

税
納
税
通
知
書
（
前
期
全
納
ま
た
は
第
一
期
分
か
ら
第
四
期
分
）
が
郵
送
さ
れ
て
、

当
選
人
は
第
一
期
分
か
ら
第
四
期
分
ま
で
を
支
払
し
て
い
る
。

　
　
　
　

⑵	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
使
用
電
気
料
（
平
成
三
十
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
九
月
二

日
ま
で
の
分
）
に
つ
い
て
は
、
当
選
人
が
契
約
者
で
あ
り
東
京
電
力
エ
ナ
ジ
ー
パ
ー

ト
ナ
ー
株
式
会
社
に
対
し
て
当
選
人
が
支
払
し
て
い
る
。

　
　
　
　

⑶	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
使
用
料
（
平
成
三
十
年
五
月
九
日
か
ら
同
年
九

月
六
日
ま
で
の
分
）	

に
つ
い
て
は
、
当
選
人
が
契
約
者
で
あ
り
株
式
会
社
山
梨
ミ

ツ
ウ
ロ
コ
峡
南
店
に
対
し
て
当
選
人
が
支
払
し
て
い
る
。
な
お
、
請
求
書
及
び
領
収

書
は
「
秋
山
謹
吾
」
宛
て
と
な
っ
て
お
り
「
秋
山
謹
吾
」
は
当
選
人
の
亡
父
秋
山
正



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
号　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日

八

　
　
　
　
　

一
の
通
称
で
あ
っ
て
秋
山
正
一
が
契
約
者
で
あ
っ
た
が
、
同
人
死
亡
後
は
当
選
人
が

　
　
　
　
　

契
約
者
で
あ
り
当
選
人
も
亡
父
の
通
称
を
使
用
し
て
い
る
。

　
　
　
　

⑷	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
自
治
会
費
（
平
成
二
十
九
年
度
組
費
一
万
二
千
円
）
に
つ

い
て
は
、
当
選
人
が
平
成
三
十
年
三
月
末
日
に
支
払
し
て
い
る
。

　
　
　
　

⑸	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
上
水
道
及
び
下
水
道
の
各
料
金
に
つ
い
て
は
、
生
活
水
は

地
下
か
ら
ポ
ン
プ
で
汲
み
上
げ
て
お
り
上
水
道
水
の
契
約
は
し
て
お
ら
ず
、
下
水
に

つ
い
て
も
下
水
道
の
契
約
を
し
て
お
ら
ず
建
物
内
に
あ
る
浄
化
槽
に
よ
り
処
理
し
て

お
り
、
い
ず
れ
も
そ
の
各
料
金
の
支
払
は
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　

⑹	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、
年
一
回
汲
み
取
り
を
お
こ
な
い
、

平
成
三
十
年
八
月
十
日
に
謹
吾
紙
業
名
で
支
払
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

⑺	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
固
定
電
話
の
使
用
料
（	

平
成
三
十
年
六
月
請
求
分
か
ら

同
年
九
月
分
）
に
つ
い
て
は
、
「
秋
山
正
一
」
名
で
、
当
選
人
個
人
分
と
謹
吾
紙
業

分
が
支
払
い
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
秋
山
正
一
は
亡
父
秋
山
正
一
の
氏
名
で
あ
っ

て
、
秋
山
正
一
が
契
約
者
で
あ
っ
た
が
、
同
人
死
亡
後
は
当
選
人
が
契
約
者
で
あ
り

当
選
人
も
亡
父
の
氏
名
を
使
用
し
て
い
る
。

　
　
　

㈧	　

市
川
三
郷
町
内
の
牛
乳
店
か
ら
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
配
達
さ
れ
て
い
る
牛
乳
に
つ

い
て
は
、
契
約
者
は
当
選
人
で
あ
り
、
牛
乳
は
当
選
人
が
飲
用
し
て
お
り
、
平
成
三
十

年
四
月
分
か
ら
同
年
八
月
分
の
牛
乳
代
金
の
集
金
に
対
し
て
は
当
選
人
か
当
選
人
の
実

姉
が
支
払
対
応
し
て
い
る
。

　
　
　

㈨	　

当
選
人
が
使
用
し
て
い
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
所
有
者
は
謹
吾
紙
業
で
あ
り
、
住
所

は
市
川
三
郷
町
の
住
所
で
あ
る
。

　
　
　

㈩　

当
選
人
は
隣
接
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
月
一
回
か
ら
二
回
給
油
し
て
い
る
。

　
　
　

	　

当
選
人
は
、
菩
提
寺
で
あ
る
市
川
三
郷
町
所
在
の
金
剛
山
宝
寿
院
で
檀
家
役
員
で
あ

る
総
代
を
務
め
て
い
る
。
宝
寿
院
総
代
選
出
条
件
は
市
川
三
郷
町
内
に
住
ん
で
い
る
こ

と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
総
代
は
十
二
名
お
り
、
う
ち
一
人
（
甲
府
市
在
住
）	

を
除
く
十
一
人
は
市
川
三
郷
町
内
に
在
住
の
人
で
あ
る
。

　
　
　

		　

当
選
人
は
、
市
川
三
郷
町
の
住
所
の
地
元
に
あ
る
弓
削
神
社
の
氏
子
総
代
に
、
氏
子

地
区
内
で
あ
る
七
丁
目
地
区
か
ら
平
成
十
年
に
選
任
さ
れ
、
二
十
年
以
上
に
わ
た
り
同

神
社
の
氏
子
総
代
を
務
め
て
い
る
。
氏
子
総
代
は
市
川
三
郷
町
内
の
氏
子
地
域
内
の
在

住
者
に
限
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
で
の
当
選
人
の
居
住
に
関
す
る
上
申
書
及
び
近
隣
住
民
ヘ
の
聞

き
取
り
調
査
の
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

⑴	　

町
委
員
会
が
行
っ
た
近
隣
住
民
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
当
選
人
に
関
し
て
「
日

中
や
夜
に
見
か
け
る
」
「
姉
の
安
田
さ
ん
が
住
ん
で
い
る
」
「
普
段
は
見
か
け
な

　
　
　
　
　

	

い
」
「
時
々
、
車
を
見
か
け
る
」
「
自
治
会
の
活
動
に
は
参
加
し
て
い
た
」
と
の
説

明
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　

⑵	　

近
隣
住
民
の
一
人
は
、
「
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
は
当
選
人
姉
が
居
住
し
て
お

り
、
当
選
人
が
起
居
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
こ
と
は
な
い
。
」
旨
を
上
申
し
て
い

る
。

　
　
　
　

⑶	　

近
隣
住
民
の
一
人
は
、
「
祭
り
の
準
備
、
組
の
行
事
等
に
積
極
的
に
参
加
、
協
力

し
て
い
る
。
市
川
三
郷
町
で
生
活
し
て
い
る
。
」
旨
を
上
申
し
て
い
る
。

　
　
　
　

⑷	　

近
隣
住
民
の
一
人
は
、
「
実
姉
と
居
住
し
て
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
祭
り
の

準
備
、
防
災
訓
練
等
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。
」
旨
を
上
申
し
て
い
る
。

　
　

2　

東
花
輪
の
住
所
で
の
生
活
状
況

　
　
　
　

東
花
輪
の
住
所
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
を
確
認
し
た
。

　
　
　

㈠	　

審
査
の
申
立
て
に
お
い
て
、
申
立
人
は
、
「
当
選
人
は
平
成
二
十
八
年
九
月
ま
で
東

花
輪
の
住
所
に
居
住
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

㈡	　

建
物
（
居
宅
、
木
造
セ
メ
ン
ト
瓦
葺
二
階
建
、
昭
和
六
十
年
三
月
五
日
新
築
）	

の

所
有
者
は
当
選
人
で
あ
る
。

　
　
　

㈢	　

東
花
輪
の
住
所
に
は
、
当
選
人
の
長
女
及
び
そ
の
夫
が
住
民
登
録
を
し
て
お
り
、
当

選
人
は
住
民
票
登
録
し
て
い
な
い
。

　
　
　

㈣	　

当
選
人
の
長
女
は
町
委
員
会
に
対
し
「
当
選
人
と
は
同
居
し
て
な
い
。
用
事
が
あ
る

時
以
外
訪
問
し
な
い
。
」
と
上
申
し
て
い
る
。

　
　
　

㈤	　

町
委
員
会
が
行
っ
た
当
選
人
の
東
花
輪
の
住
所
で
の
同
居
の
有
無
に
つ
い
て
の
近

隣
住
民
へ
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
当
選
人
に
関
し
て
「
娘
夫
婦
が
住
ん
で
い
る
」

「
時
々
ポ
ス
ト
を
確
認
に
来
て
い
る
」
「
時
々
、
車
を
見
か
け
る
」
と
の
説
明
が
あ
っ

た
に
す
ぎ
な
い
。

　
　

3　

西
花
輪
の
住
所
で
の
生
活
状
況

　
　
　
　

西
花
輪
の
住
所
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
を
確
認
し
た
。

　
　
　

㈠　

西
花
輪
の
住
所
の
宅
地
は
当
選
人
の
所
有
で
あ
る
。

　
　
　

㈡	　

西
花
輪
の
住
所
の
建
物
（
居
宅
、
木
造
か
わ
ら
・
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
ぶ
き
二
階
建
、

平
成
二
十
八
年
八
月
二
日
新
築
）
は
、
当
選
人
の
妻
及
び
当
選
人
の
次
女
の
共
同
所
有

と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　

㈢	　

当
選
人
の
妻
、
次
女
の
二
人
（
平
成
三
十
年
十
二
月
以
降
は
次
女
婚
姻
予
定
者
を
含

む
三
人
）
が
住
民
登
録
し
て
お
り
、
当
選
人
は
住
民
票
登
録
し
て
い
な
い
。

　
　
　

㈣		　

西
花
輪
の
住
所
に
お
け
る
当
選
人
の
居
住
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
の
上
申
書
に
関

し
て
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

⑴　

申
立
人
か
ら
当
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
上
申
書
に
お
い
て
、
当
選
人
の
居
住
に
つ
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い
て
「
当
選
人
は
平
成
二
十
八
年
九
月
か
ら
当
選
人
の
妻
及
び
当
選
人
の
次
女
と
と

　
　
　
　
　

も
に
三
人
で
生
活
し
て
い
る
」
旨
の
上
申
を
し
て
い
る
三
人
に
つ
い
て
、
当
委
員
会

　
　
　
　
　

に
よ
る
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
、
う
ち
二
人
は
当
選
人
の
こ
と
を
詳
し
く
承
知
し
て

　
　
　
　
　

お
ら
ず
、
う
ち
一
人
は
当
選
人
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
も
の
の
住
居
を
訪
問
し
た

　
　
　
　
　

こ
と
は
な
く
、
い
ず
れ
も
直
接
当
選
人
の
居
住
の
状
況
を
把
握
し
て
い
る
も
の
で
は

　
　
　
　
　

な
か
っ
た
。

　
　
　
　

⑵	　

当
選
人
か
ら
当
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
上
申
書
に
お
い
て
、
当
選
人
の
居
住
に
つ

い
て
「
当
選
人
の
妻
、
次
女
及
び
次
女
の
婿
予
定
者
の
三
人
が
居
住
し
て
お
り
、
当

選
人
は
居
住
し
て
い
な
い
」
旨
の
上
申
し
て
い
る
三
人
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
に
よ

る
聴
き
取
り
の
結
果
、
い
ず
れ
も
隣
接
地
の
住
民
で
あ
り
、
当
選
人
が
居
住
し
生
活

し
て
い
る
様
子
を
目
撃
し
た
こ
と
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　

㈤	　

当
委
員
会
が
行
っ
た
質
問
に
お
い
て
、
当
選
人
は
、
西
花
輪
の
住
所
に
は
、
当
選
人

の
妻
と
次
女
に
用
事
が
あ
る
場
合
に
月
数
回
行
く
程
度
で
あ
り
、
宿
泊
す
る
こ
と
は
な

い
と
陳
述
し
て
い
る
。

　
　
　

㈥	　

西
花
輪
の
住
所
に
お
け
る
電
気
料
（
平
成
三
十
年
四
月
十
日
か
ら
同
年
九
月
九
日
ま

で
の
分
、
東
京
電
力
エ
ナ
ジ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
株
式
会
社
）
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
使
用
料
（
平
成

三
十
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
九
月
八
日
ま
で
の
分
、
株
式
会
社
山
梨
ミ
ツ
ウ
ロ
コ

田
富
店
）
及
び
上
水
道
使
用
料
（
平
成
三
十
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
日
ま
で

の
分
、
中
央
市
）
に
つ
い
て
、
電
気
料
及
び
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
使
用
料
は
当
選
人
の
次
女
が
契

約
者
で
あ
り
支
払
人
で
あ
っ
て
、
上
水
道
は
当
選
人
の
妻
が
契
約
者
で
あ
り
支
払
人
で

あ
る
。
当
選
人
は
契
約
者
で
な
く
、
支
払
人
で
も
な
い
。

　
　

4　

事
業
活
動
の
状
況

　
　
　
　

事
業
活
動
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

㈠	　

当
選
人
が
代
表
取
締
役
を
務
め
る
謹
吾
紙
業
の
登
記
簿
上
の
本
社
所
在
地
は
市
川
三

郷
町
の
住
所
で
あ
る
。
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
東
南
湖
七
四
九
番
地
は
謹
吾
紙
業
の
事

業
所
で
あ
る
。

　
　
　

㈡	　

申
立
人
は
、
「
謹
吾
紙
業
株
式
会
社
の
登
記
簿
上
本
社
所
在
地
は
、
市
川
三
郷
町
の

住
所
に
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
事
業
活
動
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
」
と
す
る
。
し
か

し
、
謹
吾
紙
業
の
本
社
所
在
地
に
は
法
人
関
係
、
銀
行
関
係
、
従
業
員
の
検
診
関
係
等

の
会
社
宛
の
郵
便
物
が
届
い
て
お
り
、
経
理
、
経
営
分
析
等
の
事
務
を
行
っ
て
い
る
。

南
ア
ル
プ
ス
市
の
事
業
所
で
は
、
営
業
、
事
務
の
一
部
、
倉
庫
、
配
送
業
務
を
行
っ
て

い
る
の
で
、
謹
吾
紙
業
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
南
ア
ル
プ
ス
市
の
住
所
を
掲
載
し
て
い

る
。

　
　
　

㈢　

当
選
人
は
、
市
川
三
郷
町
商
工
会
の
会
長
と
し
て
長
年
活
動
し
て
い
る
。

　
　
　

㈣	　

当
選
人
は
、
市
川
三
郷
町
に
本
店
が
あ
る
山
一
和
紙
工
業
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役

も
務
め
て
い
る
。

　
　

5　

政
治
活
動
の
状
況

　
　
　
　

政
治
活
動
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

㈠	　

当
選
人
は
、
昭
和
六
十
一
年
か
ら
三
十
二
年
間
旧
市
川
大
門
町
、
市
川
三
郷
町
の
町

議
会
議
員
を
務
め
て
い
る
。

　

三　

当
委
員
会
の
判
断

　
　

	　

当
委
員
会
は
、
上
記
二
（
当
委
員
会
が
認
定
し
た
事
実
）
に
基
づ
き
、
本
件
期
間
に
お
け

る
当
選
人
の
生
活
実
態
を
推
認
の
う
え
、
当
選
人
の
住
所
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

　
　

1
	　

そ
し
て
、
以
下
の
諸
事
情
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
当
選
人
は
、
当
選
人
の
実
姉
と
共

に
、
市
川
三
郷
町
の
住
所
の
建
物
に
居
住
し
て
、
市
川
三
郷
町
の
住
所
を
生
活
の
本
拠
と

し
て
日
常
的
に
生
活
を
し
て
お
り
、
本
件
期
間
中
に
お
け
る
当
選
人
の
生
活
の
本
拠
は
、

市
川
三
郷
町
の
住
所
に
あ
り
、
当
選
人
の
生
活
に
最
も
関
係
の
深
い
生
活
の
中
心
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　

㈠　

当
選
人
、
当
選
人
の
妻
及
び
当
選
人
の
実
姉
の
住
民
登
録
に
つ
い
て

　
　
　
　

⑴	　

当
選
人
は
生
ま
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
住
民
登
録
を
し
て
お

り
本
件
期
間
中
も
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
住
民
登
録
し
て
い
た
。

　
　
　
　

⑵	　

当
選
人
の
妻
は
昭
和
四
十
六
年
一
月
八
日
以
降
、
当
選
人
の
次
女
は
昭
和
四
十
八

年
十
一
月
三
日
以
降
、
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
住
民
登
録
を
し
て
い
た
が
、
い
ず
れ

も
平
成
二
十
八
年
八
月
十
九
日
か
ら
西
花
輪
の
住
所
に
住
民
登
録
を
移
転
し
て
い

る
。

　
　
　
　

⑶	　

当
選
人
の
実
姉
は
昭
和
五
十
四
年
一
月
十
三
日
以
降
、
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
住

民
登
録
を
し
て
い
る
。

　
　
　

㈡　

当
選
人
に
よ
る
市
川
三
郷
町
の
住
所
の
建
物
の
使
用
状
況
に
つ
い
て

　
　
　
　

⑴	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
建
物
は
種
類
が
居
宅
兼
事
務
所
と
居
宅
兼
物
置
の
建
物
で

あ
る
。
ま
た
、
市
川
三
郷
町
か
ら
の
平
成
三
十
年
度
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
に

は
、
課
税
物
件
と
し
て
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
一
三
六
五―

二
の
宅
地
（
住
宅
用

地
）
、
同
所
一
三
六
五―

	

七
の
宅
地
（
住
宅
用
地
）
及
び
同
所
一
三
六
五―

二
の

専
用
住
宅
（
一
般
住
宅
用
）
木
造
瓦
葺
二
階
建
の
家
屋
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

⑵	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
建
物
の
一
階
に
は
事
務
所
部
分
が
あ
る
。
謹
吾
紙
業
の
本

店
は
「
山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
一
三
六
五
番
の
二
」
で
あ
り
、
こ

の
事
務
所
部
分
が
謹
吾
紙
業
の
本
店
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

	　

木
造
瓦
葺
二
階
建
の
建
物
の
一
階
に
は
、
当
選
人
の
実
姉
の
部
屋
が
あ
り
、
更

に
、
玄
関
、
居
間
、
台
所
、
洗
面
所
、
ト
イ
レ
、
風
呂
・
風
呂
場
、
浄
化
槽
が
あ
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る
。

　
　
　
　
　
　

	　

一
階
の
居
間
、
台
所
に
は
、
テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
、
炊
飯
器
、
電
子

レ
ン
ジ
、
洗
濯
機
等
の
家
電
製
品
、
テ
ー
ブ
ル
、
仏
壇
、
食
器
類
等
の
家
財
道

具
、
食
材
、
調
味
料
等
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

	　

同
建
物
の
二
階
に
は
当
選
人
の
部
屋
が
あ
り
、
二
階
の
当
選
人
の
部
屋
に
は
寝

室
が
あ
り
、
押
し
入
れ
に
布
団
、
タ
ン
ス
に
衣
類
等
が
各
備
わ
っ
て
お
り
、
当
選

人
が
同
建
物
の
二
階
で
寝
起
き
し
て
い
る
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。
二
階
に
は
洗
濯

物
の
物
干
場
が
あ
る
。

　
　
　
　

⑶	　

食
事
及
び
洗
濯
に
つ
い
て
は
、
当
選
人
及
び
当
選
人
の
実
姉
と
も
に
市
川
三
郷
町

の
住
所
で
朝
食
を
と
る
が
、
夕
食
は
、
帰
宅
が
遅
い
た
め
弁
当
や
外
食
で
済
ま
す
こ

と
が
多
く
、
休
日
に
家
で
作
り
食
べ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
、
当
選
人
の
衣
類
を

含
め
た
洗
濯
は
居
間
に
あ
る
洗
濯
機
で
当
選
人
の
実
姉
が
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

⑷	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
建
物
の
使
用
状
況
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
り
、
市
川
三
郷

町
の
住
所
の
建
物
内
に
は
、
生
活
に
必
要
な
家
電
製
品
や
家
財
道
具
、
食
材
や
食
器

類
、
当
選
人
の
寝
具
や
衣
服
等
が
揃
っ
て
お
り
、
当
選
人
が
市
川
三
郷
町
の
住
所
の

建
物
に
居
住
し
て
日
常
的
に
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
市
川
三

郷
町
の
住
所
で
の
当
選
人
の
居
住
に
関
す
る
上
申
及
び
近
隣
住
民
ヘ
の
聞
き
取
り
調

査
の
結
果
は
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
上
申
及
び
近
隣
住
民
へ
の
聞
き
取

り
調
査
の
結
果
か
ら
、
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
当
選
人
が
居
住
し
て
い
な
い
と
は
認

め
ら
れ
な
い
。

　
　
　

㈢　

当
選
人
の
西
花
輪
の
住
所
の
建
物
へ
の
居
住
に
つ
い
て

　
　
　
　

⑴	　

西
花
輪
の
住
所
の
建
物
（
居
宅
、
木
造
か
わ
ら
・
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
ぶ
き
二
階

建
、
平
成
二
十
八
年
八
月
二
日
新
築
）
は
当
選
人
の
妻
及
び
当
選
人
の
次
女
の
共
同

所
有
で
あ
り
、
同
建
物
に
は
当
選
人
の
妻
及
び
当
選
人
の
次
女
が
居
住
し
て
い
る
。

　
　
　
　

⑵	　

西
花
輪
の
住
所
の
建
物
に
当
選
人
が
居
住
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
選

人
が
西
花
輪
の
住
所
の
建
物
に
居
住
し
て
い
る
旨
の
上
申
も
あ
る
が
い
ず
れ
も
直

接
、
当
選
人
の
居
住
の
状
況
を
把
握
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
一
方
当
選
人
が
西

花
輪
の
住
所
の
建
物
に
居
住
し
生
活
し
て
い
る
様
子
を
目
撃
し
た
こ
と
は
な
い
旨
の

上
申
も
あ
り
、
当
選
人
が
西
花
輪
の
住
所
に
は
居
住
し
て
お
ら
ず
、
同
住
所
に
は
当

選
人
の
妻
、
当
選
人
の
次
女
に
用
事
が
あ
る
場
合
に
月
数
回
行
く
程
度
で
あ
り
、
同

住
所
に
宿
泊
す
る
こ
と
は
な
い
と
陳
述
し
て
い
る
こ
と
も
併
せ
る
と
、
当
選
人
が
西

花
輪
の
住
所
の
建
物
に
居
住
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
　
　

㈣　

当
選
人
の
東
花
輪
の
住
所
の
建
物
へ
の
居
住
に
つ
い
て

　
　
　
　

	　

当
選
人
が
東
花
輪
の
住
所
の
建
物
に
当
選
人
の
長
女
夫
婦
と
同
居
し
て
い
る
と
は
認

　
　
　
　
　

め
ら
れ
な
い
。

　
　
　

㈤　

当
選
人
の
市
川
三
郷
町
の
住
所
で
の
生
活
状
況
に
つ
い
て

　
　
　
　

⑴　

当
選
人
へ
の
郵
便
物
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

	　

当
選
人
宛
の
平
成
三
十
年
の
年
賀
状
そ
の
他
の
郵
便
物
も
市
川
三
郷
町
の
住
所
宛

に
郵
送
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
同
住
所
に
配
達
さ
れ
当
選
人
が
受
領
し
て
い
る
。

ま
た
、
当
委
員
会
及
び
町
委
員
会
が
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
送
付
し
た
当
選
人
宛
の

郵
便
物
も
当
選
人
が
受
領
し
て
い
る
。

　
　
　
　

⑵　

金
融
機
関
の
預
金
口
座
の
開
設
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

	　

当
選
人
は
市
川
三
郷
町
の
住
所
を
営
業
区
域
と
す
る
山
梨
中
央
銀
行
市
川
支
店
及

び
山
梨
信
用
金
庫
市
川
支
店
に
預
金
口
座
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
山
梨
中
央
銀

行
市
川
支
店
の
預
金
口
座
に
は
市
川
三
郷
町
議
会
か
ら
の
議
員
歳
費
が
振
り
込
み
さ

れ
て
い
る
。

　
　
　
　

⑶　

税
金
そ
の
他
の
各
種
料
金
等
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
に
お
け
る
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
、
電
気
料
、
Ｌ
Ｐ
ガ

ス
使
用
料
、
自
治
会
費
、
固
定
電
話
使
用
料
等
の
支
払
は
、
い
ず
れ
も
当
選
人
が
支

払
い
を
し
て
い
る
。
牛
乳
購
入
は
当
選
人
が
契
約
者
で
飲
用
し
て
お
り
、
牛
乳
代
金

の
集
金
に
対
し
て
は
当
選
人
か
当
選
人
の
実
姉
が
支
払
対
応
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

	　

ま
た
、
当
選
人
は
隣
接
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
月
一
回
か
ら
二
回
給
油
し
て
い

る
。

　
　
　
　

⑷　

菩
提
寺
の
檀
家
役
員
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

	　

菩
提
寺
で
あ
る
市
川
三
郷
町
所
在
の
金
剛
山
宝
寿
院
の
総
代
選
出
条
件
は
市
川
三

郷
町
内
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
お
り
、
当
選
人
は
市
川
三
郷
町
に
在

住
の
総
代
の
一
人
で
あ
る
。

　
　
　
　

⑸　

弓
削
神
社
の
氏
子
総
代
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
地
元
に
あ
る
弓
削
神
社
の
氏
子
総
代
は
市
川
三
郷
町
内
の

氏
子
地
域
内
の
在
住
者
に
限
る
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
選
人
は
氏
子
地
区

内
で
あ
る
七
丁
目
地
区
か
ら
弓
削
神
社
の
氏
子
総
代
に
平
成
十
年
に
選
任
さ
れ
、
以

後
二
十
年
以
上
に
わ
た
り
同
神
社
の
氏
子
総
代
を
務
め
て
い
る
。

　
　
　
　

⑹　

事
業
活
動
及
び
政
治
活
動
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

	　

当
選
人
は
、
謹
吾
紙
業
の
代
表
取
締
役
を
務
め
、
ま
た
、
市
川
三
郷
町
に
本
店
が

あ
る
山
一
和
紙
工
業
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
も
務
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
選
人

は
市
川
三
郷
町
商
工
会
の
会
長
と
し
て
も
長
年
活
動
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

	　

当
選
人
は
昭
和
六
十
一
年
か
ら
三
十
二
年
間
旧
市
川
大
門
町
、
市
川
三
郷
町
の
町

議
会
議
員
を
務
め
て
い
る
。
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め
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な
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郵
便
物
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い
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当
選
人
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の
平
成
三
十
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の
年
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そ
の
他
の
郵
便
物
も
市
川
三
郷
町
の
住
所
宛

に
郵
送
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
同
住
所
に
配
達
さ
れ
当
選
人
が
受
領
し
て
い
る
。

ま
た
、
当
委
員
会
及
び
町
委
員
会
が
市
川
三
郷
町
の
住
所
に
送
付
し
た
当
選
人
宛
の

郵
便
物
も
当
選
人
が
受
領
し
て
い
る
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⑵　

金
融
機
関
の
預
金
口
座
の
開
設
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

	　

当
選
人
は
市
川
三
郷
町
の
住
所
を
営
業
区
域
と
す
る
山
梨
中
央
銀
行
市
川
支
店
及

び
山
梨
信
用
金
庫
市
川
支
店
に
預
金
口
座
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
山
梨
中
央
銀

行
市
川
支
店
の
預
金
口
座
に
は
市
川
三
郷
町
議
会
か
ら
の
議
員
歳
費
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振
り
込
み
さ

れ
て
い
る
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金
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種
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金
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三
郷
町
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所
に
お
け
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土
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家
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固
定
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産
税
、
電
気
料
、
Ｌ
Ｐ
ガ

ス
使
用
料
、
自
治
会
費
、
固
定
電
話
使
用
料
等
の
支
払
は
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い
ず
れ
も
当
選
人
が
支

払
い
を
し
て
い
る
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牛
乳
購
入
は
当
選
人
が
契
約
者
で
飲
用
し
て
お
り
、
牛
乳
代
金

の
集
金
に
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し
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は
当
選
人
か
当
選
人
の
実
姉
が
支
払
対
応
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

	　

ま
た
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当
選
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は
隣
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ガ
ソ
リ
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タ
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ド
で
月
一
回
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回
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油
し
て
い

る
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宝
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の
総
代
選
出
条
件
は
市
川
三

郷
町
内
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
お
り
、
当
選
人
は
市
川
三
郷
町
に
在

住
の
総
代
の
一
人
で
あ
る
。

　
　
　
　

⑸　

弓
削
神
社
の
氏
子
総
代
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

	　

市
川
三
郷
町
の
住
所
の
地
元
に
あ
る
弓
削
神
社
の
氏
子
総
代
は
市
川
三
郷
町
内
の

氏
子
地
域
内
の
在
住
者
に
限
る
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
選
人
は
氏
子
地
区

内
で
あ
る
七
丁
目
地
区
か
ら
弓
削
神
社
の
氏
子
総
代
に
平
成
十
年
に
選
任
さ
れ
、
以

後
二
十
年
以
上
に
わ
た
り
同
神
社
の
氏
子
総
代
を
務
め
て
い
る
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⑹　

事
業
活
動
及
び
政
治
活
動
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

	　

当
選
人
は
、
謹
吾
紙
業
の
代
表
取
締
役
を
務
め
、
ま
た
、
市
川
三
郷
町
に
本
店
が

あ
る
山
一
和
紙
工
業
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
も
務
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
選
人

は
市
川
三
郷
町
商
工
会
の
会
長
と
し
て
も
長
年
活
動
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

	　

当
選
人
は
昭
和
六
十
一
年
か
ら
三
十
二
年
間
旧
市
川
大
門
町
、
市
川
三
郷
町
の
町

議
会
議
員
を
務
め
て
い
る
。

　
　

2　

ま
と
め

　
　
　

	　

以
上
の
と
お
り
、
本
件
期
間
中
に
お
け
る
当
選
人
の
生
活
の
本
拠
は
、
市
川
三
郷
町
の

住
所
に
あ
り
、
当
選
人
の
生
活
に
最
も
関
係
の
深
い
生
活
の
中
心
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
。

　
　
　

	　

ま
た
、
当
委
員
会
が
審
理
す
る
過
程
で
、
当
選
人
の
生
活
の
本
拠
が
西
花
輪
の
住
所
に

あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
客
観
的
な
証
拠
は
な
く
、
申
立
人
が
証
拠
書
類
と
し
て
提
出
し

た
上
申
書
も
信
頼
に
足
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
申
立
人
の
主
張
を
裏
付
け
る
客
観
的

証
拠
も
な
か
っ
た
。

　
　
　

	　

し
た
が
っ
て
、
当
選
人
は
、
平
成
三
十
年
九
月
二
十
三
日
の
時
点
で
、
引
き
続
き
三
箇

月
以
上
市
川
三
郷
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
選
人
は
、

本
件
選
挙
に
お
け
る
被
選
挙
権
を
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

	　

よ
っ
て
、
審
査
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
く
、
原
決
定
を
取
り
消
す
べ
き
と
す
る

申
立
人
の
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法
第
二
百
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（	

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）	

第
四
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。
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県
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管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ　
　

　
　
　

教　
　

示

　

公
職
選
挙
法
第
二
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
裁
決
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
当
委
員
会
を

被
告
と
し
て
、
こ
の
裁
決
書
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
同
法
第
二
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
告
示

の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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